
 

 

議案第４１号 

権利の放棄について 

次のとおり権利を放棄することについて議会の議決を求める。 

１ 権利の内容  米原市水道料金および損害賠償金に係る請求権 

２ 債務者および放棄する金額等 

番号 債  務  者  金 額（円） 参   考 

１ 

 108,975 平成 16年３月、５月から８月ま

で、11月から平成 17年 12月ま

で、平成 18年３月、９月から 11

月まで、平成 19年１月から３月

までおよび６月から８月までの

水道料金（29件） 

２ 

 172,423 平成 21年３月、５月から 12月

まで、平成 22年３月から平成 23

年８月まで、10月から 12月まで

および平成24年２月の水道料金 

（31件分） 

３ 

 22,513 平成 24年９月から平成 25年７

月までの水道料金  

（11件分） 

 

平成２７年２月２７日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

提案理由 

米原市水道料金および損害賠償金に係る請求権の権利を放棄したいので、地方自治法（昭和

22年法律第 67号）第 96条第１項第 10号の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

米原市個人情報保護条例第

３条および第９条の規定に

より、住所および氏名は掲

載しておりません。 

 

 

 

 


